
提

出

者

鈴

木

宗

男

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日
提
出

質

問

第

一

六

八

号

「
日
本
政
府
は
台
湾
独
立
を
支
持
し
な
い
と
私
は
も
う
一
度
述
べ
た
い
」
と
い
う
見
解
を
表
明
し
た
在
中
国
大

使
館
公
使
の
著
書
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書
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「
日
本
政
府
は
台
湾
独
立
を
支
持
し
な
い
と
私
は
も
う
一
度
述
べ
た
い
」
と
い
う
見
解
を
表
明
し
た
在
中
国
大

使
館
公
使
の
著
書
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

標
記
案
件
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
三
月
九
日
に
質
問
主
意
書
を
提
出
し
、
内
閣
か
ら
同
年
同
月
十
七
日
に
答
弁
書
を
受

領
し
た
（
以
下
、
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
。
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
追
加
質
問
す
る
。

一

「
前
回
答
弁
書
」
に
お
い
て
、
井
出
敬
二
在
中
華
人
民
共
和
国
大
使
館
公
使
が
二
〇
〇
五
年
十
二
月
十
二
日
の
奥
付
で
日

本
僑
報
社
か
ら
出
版
し
た
「
中
国
の
マ
ス
コ
ミ
と
の
付
き
合
い
方－

現
役
外
交
官
第
一
線
か
ら
の
報
告－

」
の
七
十
八
頁
に

「
日
本
政
府
は
台
湾
独
立
を
支
持
し
な
い
と
私
は
も
う
一
度
述
べ
た
い
」
と
の
記
載
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
外
務
省
は
、

昭
和
四
十
七
年
の
日
中
共
同
声
明
第
三
項
に
基
づ
く
立
場
か
ら
、
「
日
本
政
府
は
台
湾
独
立
を
支
持
し
な
い
」
と
の
帰
結
を

導
き
出
せ
る
と
の
趣
旨
の
答
弁
を
し
た
。
日
中
共
同
声
明
第
三
項
に
お
い
て
は
、
「
中
華
人
民
共
和
国
政
府
は
、
台
湾
が
中

華
人
民
共
和
国
の
領
土
の
不
可
分
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
重
ね
て
表
明
す
る
。
日
本
国
政
府
は
、
こ
の
中
華
人
民
共
和
国
政

府
の
立
場
を
十
分
理
解
し
、
尊
重
し
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
第
八
項
に
基
づ
く
立
場
を
堅
持
す
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ

ず
、
こ
こ
か
ら
何
故
、
「
日
本
政
府
は
台
湾
独
立
を
支
持
し
な
い
」
と
の
帰
結
が
導
か
れ
る
か
に
つ
い
て
の
論
理
連
関
を
明

確
に
さ
れ
た
い
。

一



二

昭
和
四
十
七
年
の
日
中
共
同
声
明
は
法
的
拘
束
力
を
有
す
る
か
。

三

過
去
に
日
本
政
府
が
公
式
の
会
見
や
声
明
で
「
日
本
政
府
は
台
湾
独
立
を
支
持
し
な
い
」
と
の
立
場
を
明
示
的
に
表
明
し

た
こ
と
が
あ
る
か
。
あ
る
な
ら
ば
、
直
近
の
事
例
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


